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令和２年３月橋本市議会定例会会議録（第２号）その４ 

令和２年３月２日（月） 

                                         

（午後１時00分 再開） 

○議長（土井裕美子君）休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番３、14番 小西さん。 

〔14番（小西政宏君）登壇〕 

○14番（小西政宏君）それでは、議長にお許

しをいただきましたので、一般質問を通告に

従いまして始めさせていただきます。 

 今回、１項目めは、ごみ回収、収集問題に

ついて、Ｎｏ．２と書かせていただいており

ます。 

 ごみ収集が２回から１回になったことによ

り、さまざまな意見を引き続きいただきます。

よって、令和元年６月議会において、住民の

声を再度聞いていただきたいと一般質問で取

り上げてきました。 

 また、市民から出された請願、「可燃ごみ問

題について、今一度、全地域の声、市民の声

に耳を傾けて頂きたく、行政と市民の対話を

求める請願について」を、中本議員、岡議員、

森下議員、高本議員、堀内議員にご賛同いた

だき提出、本会議において全会一致で採択を

していただきました。 

 その後、どのように市民、住民の声を聞い

てきたのか、お伺いいたします。 

 ２項目めです。キャッシュレス決済導入に

ついて。 

 キャッシュレス決済が普及する時代におい

て、市役所の税徴収などにおいても、特にス

マホ決済導入の必要性を考えますが、見解を

お伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）14番 小西さんの質

問項目１、ごみ回収問題についてＮｏ．２に

対する答弁を求めます。 

 水道環境部長。 

〔水道環境部長（宮田典和君）登壇〕 

○水道環境部長（宮田典和君）ごみ回収問題

についてお答えします。 

 昨年の６月議会において、議員お示しの内

容に関する請願が採択されたこともあり、可

燃ごみが夏期２回収集の自治会を中心に説明

会や集会に参加させていただき、ご意見を伺

ってまいりました。 

 11地区の区長、役員様から直接状況をお聞

きし、自治会ごとのご要望に合わせ、８月17

日に城山台の対話会、12月15日に三石台の対

話会、11月16日、２月15日には柿の木坂の班

長会に参加し、意見交換を行っています。 

 なお、紀見地区区長会とは11月２日、12月

16日に会議を行い、紀見地区の住宅地８地区

を中心に協議を行い、そのうち７地区の要請

により、可燃ごみについてのアンケートを実

施しました。 

 現在、回収された用紙の集計作業を行って

おり、アンケート結果については、実施され

た区・自治会と情報を共有することで、各地

区での課題への対応などについて参考とさせ

ていただきたいと考えています。 

○議長（土井裕美子君）14番 小西さん、再

質問ありますか。 

 14番 小西さん。 

○14番（小西政宏君）それでは、聞いていき

たいと思います。 

 まず、６月議会の請願を受けまして、本当

に、ほとんどは多分、休日だったかなと、ま

た、夜の遅い時間にだったと思います。住民

の方々のところへ部長も一緒にお話を聞きに

行っていただいて、さまざまな声を聞いてき
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ていただいたのは僕も承知しておるとこです。

そういった努力について、まず、お礼を申し

上げたいなと、そういうふうに思っています。 

 説明にありましたように、さまざまな地区、

声を聞いていっていただいていたわけですけ

ども、今回、この一般質問で伝えたいことと

いうのは、前回の６月議会で、ごみが４月か

ら１回になっていく中でどのように変化して

いくのかというふうなお話をしていたと思い

ます。 

 その後、声を聞いてきた結果、またどうい

う方向性になっていくのかというところを、

これから夏場の収集２回においても、３年間

経過措置はあることですので、それから、前

回６月からの経過、行政の対応について、そ

ういったところを確認する一般質問にしてい

きたいなと、そういうふうに思っています。 

 対話会の内容の話も聞いていきたいなとい

うことはあるんですけども、まず、前提とし

て１個聞いておきたいのは、去年の４月から

ごみ収集が１回になったところもあります。

実際、今まででごみがどれだけ減ったのか、

お教えください。 

○議長（土井裕美子君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）お答えします。 

 まだ去年は連休が非常に長かったこともあ

り、集約、数字は持っております。ただ、思

っていたよりも減っておらず、1.5％程度の減。

ただ、これもまだ初年度途中でございますの

で、年度、それとこの週１回化試行期間、試

していく中での、年度年度のくくりにしたい

と考えております。思ったよりは、６月議会

でご答弁させていただいたほどの減量は出て

いないのは事実でございます。 

○議長（土井裕美子君）14番 小西さん。 

○14番（小西政宏君）ありがとうございます。 

 1.51％だったと思います。この数字から見

てわかるのは、まず、前提としてお伝えして

おきたいのは、６月にもお伝えしたように、

収集を２回から１回にするだけでごみは減ら

ないというところについては明らかになって

きたのかなと、そういうふうに思うわけです

けども、次へ行きたいと思います。 

 対話会、城山台と柿の木坂、三石台、あと

また、これ請願に基づいて紀見地区の区長会

方とも対話をしていただいたのかなというふ

うに思います。 

 さまざま、困りごとであったりとか、こう

するべきちゃうかというふうなお話もあった

と思うんですけども、結果として、最終、各

地区がどういったことを求めてきていたのか

というのを聞いていきたいなと思うんですけ

ど、城山台においてはどういう意見だったと

認識をされておりますでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）お答えいたし

ます。 

 ８月17日の城山台は本当に多くの方に集ま

りいただきました。59名で、大きな声でおし

かりを受けたのは、高齢化が進んでいると。

それでプラス、結構傾斜があったりすると。

今のごみのボックスの間隔が広過ぎるという

形で、どうにかしてくれという声がございま

した。 

 それと、やはり今、最後に、全区長ともど

も声を上げて集約していただいたのは、週２

にしてくれと。週１は反対ですと。 

 高齢化のための、紙おむつの問題等も個別

の意見はございました。ただ、結果としては、

週１につきまして、いろんな意見、ご批判を

いただきました。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）14番 小西さん。 

○14番（小西政宏君）何かだらだらといただ

きましたけど、要するに、週１回ではなくて

週２回、夏場は続けてほしいと、そういう声
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であったと、もう一度確認させていただきた

いと思います。そういうことでよろしいです

か。 

○議長（土井裕美子君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）そういう形で

お答えいただいています。 

○議長（土井裕美子君）14番 小西さん。 

○14番（小西政宏君）ありがとうございます。 

 そうしたら、一気に全部聞いたらよかった

んですけど、紀見地区区長会、柿の木坂、三

石台ともに、どのような声があったのか。１

回で聞いたらよかったですね。その辺をお教

えください。 

○議長（土井裕美子君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）まずは、各区

ごとでお答えさせてもらいます。 

 柿の木坂では、まず、生ごみの収集という

形で、これを取り組んでいきたいという声を

上げていただきました。それで、それに向け

て市のほうもついていけるところはついてい

きたいと。 

 ただし、やはりごみの週１というのは、そ

ういうことを取り組んでいかなければならな

いほど負担であるという声はいただいていま

す。 

 12月15日の三石台の対話会では、陶磁器リ

サイクル市の開催も積極的に行って、ごみ減

量にも取り組んでいますよと。だけど、やは

り夏期の週２回は続けてほしいと。年間週２

ではなくて、夏期でも続けてほしいと、こう

いう声がございました。 

 紀見地区の区長会は、ちょっと違う観点か

ら、紀見の区長の区の中でもいろんな意見が

あると。単純に可燃ごみ収集が週２から１に

なることに反対しているわけではないと。夏

期追加収集ですけども、３年限定ではなくて、

期間を延長してほしいと。それで、どう思っ

ているのかアンケートを実施してほしいと、

こういう声がございました。 

 この声を受けまして、地区限定でございま

すけども、今、アンケートを実施し、集約中

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（土井裕美子君）14番 小西さん。 

○14番（小西政宏君）ありがとうございます。 

 まず、柿の木坂においては、生ごみ収集に

ついてちょっとまた検討しようと、そんな声

があったと。三石台においては、週２回、夏

場だけでも続けていただきたいと。紀見地区

区長会においては、紀見地区区長会というの

はもともと１回でご協力いただいているとこ

ろで、２回から１回になったところ、さまざ

ま意見があるんですよね。 

 多分まとまらない中で、１回になることに

反対しているわけではないと。それはまとま

りませんから、紀見地区区長会として反対と

は言えないわけですけども、区長会の中でも

さまざま意見がある中で、夏場だけでも２回

がいいというふうな声があるというのが、こ

れ推測、わかるわけです。 

 これから、とりあえずは夏場３年間、週２

回にやっていっていただくわけですけども、

それらの声を受けて、以下考えていきたいと

思うのが、仮にですけども、北部地域、多分

7,000世帯か8,000世帯が夏場収集、今２回し

ているんだったと思うんですけども、その地

域が仮に夏場２回収集をこれからも続けてい

くんだとするならば、予算って実際どれぐら

いかかるのか、答えられる範囲で結構ですの

で、その辺、１点お聞きしたいと思います。 

○議長（土井裕美子君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）お答えします。 

 今年度、令和２年、３年、２年間の債務負

担で契約いたしましたのが、可燃ごみパッカ

ー、１台1,500万円程度だったと思います。そ

れが年間252日の稼働でございます。 
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 今回、試行機関で北部地域を週２日実施す

るに当たりまして、稼働期間は延べ100日余り

ということで、250日で1,500万円でしたので、

100日になるので、数字的にはそのまましてい

ただいたら600万円前後になるのかもしれま

せん。 

 ただし、これは金額の設計並びに入札を行

っておりませんので、数字的に、数値的には

そういうふうな評価ができると思います。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）14番 小西さん。 

○14番（小西政宏君）ありがとうございます。 

 まだこれは、した結果ではないので、確定

はできないとは思いますけども、600万円前後

あれば夏場の収集２回ができるのかなと、そ

ういう答弁やったと思います。 

 ですけど、これ多分、結構高く言って600

万円なのかなと僕個人的には思っていまして、

それこそやり方としてはですけど、市から受

注、仕事を出すというのも一つですし、こん

なのそれこそ自治会からお願い、民間から民

間事業者へお願いしたら、もっとコストって

下がると思うんです。 

 と考えたときに、約7,000件ぐらいだったと

思いますけど、１件当たりのコストってほん

まに知れとるんですよね。にもかかわらず、

今のところ、夏場、時間外も出す中で職員が

これだけ、済みません、僕が言っておきなが

ら時間とられているというのもちょっとどう

なのかなとか思う部分もあるんですけど、金

額も出てくる中で、さまざま住民の声をまた

聞いていただきながら、だいたい材料もそろ

ってきたと思います。 

 これからアンケートも出てきて、集計する

中で、どういった方向性をつけていったらい

いのかと、これからまた議論を進めていって

いただかなあかんとこなのかなと思いますの

で、その点だけ、今後とも今までと同様、ま

た同じく、これからまた市民のとこへ出てい

っていただいて、さらに議論を深めていって

いただきたいなと。 

 冒頭でもお話をしていましたように、やっ

ぱり、目的はごみを減らすことが大事やと思

っています。お金を削るだけが全てではない

というところも考えていただきながら、その

辺バランスを見ていただきながら、今後とも、

来るべきときには方針をまた改めて出してい

ただきたいなということをお伝えさせていた

だきまして、１項目めを終わりたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）答弁はよろしいです

か。 

○14番（小西政宏君）いただいておきます。 

○議長（土井裕美子君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）ありがとうご

ざいます。 

 確か質問の中にありました、昨年６月の請

願、ごもっともの請願でございます。「いま一

度、全地域の声、市民の声をお聞きしていた

だく必要があるのではないでしょうか。以上

のことから、行政と市民との対応を強く求め

るものです」。そのとおりで、全会一致でご承

認、採択された。当然、私どもも市民の声を

聞いていくと。当時、水道と下水と非常に大

変な案件もございましたけども、市民の声を

聞かせていただきました。 

 それをつきまして、政策として動いている

部分もあるのですけども、できる限り市民の

お答えに答えられるようなことが、コスト的

なことも勘案しながら実施できるのであれば、

ぜひ取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）それでは、１項目め

の質問が終わりましたので、次に、質問項目

２、キャッシュレス決済導入に対する答弁を



－50－ 

求めます。 

 総務部長。 

〔総務部長（小原秀紀君）登壇〕 

○総務部長（小原秀紀君）キャッシュレス決

済導入についてお答えします。 

 キャッシュレス決済には、おただしのスマ

ホ決済収納サービスがあります。このスマホ

決済収納サービスとは、市税において、コン

ビニエンスストアでの納付が可能な納付書等

を用いて、スマートフォン決済アプリでバー

コードを読み取って、預金口座から即時振替

等で収納が完了するサービスです。 

 スマートフォンを所持し、アプリの利用が

可能であれば、時と場所を選ばず納付が可能

となり、コンビニや金融機関が周辺にないな

ど移動手段がない方、子育てや介護で家をあ

けることができない方など、納税者の利便性

の向上を図ることができます。 

 本市がスマートフォン決済を導入する場合、

基幹系システムを改修することが前提となり、

収納データの読み取りや消し込みまでの正常

稼働するか確認するためのテストを要し、時

間と経費が発生します。 

 また、地方自治法施行令第154条第３項によ

り、納付書に納入場所を記載する必要があり、

スマートフォン決済事業者を追記する必要が

あります。現在の納付書は１年を通じて同じ

書式のものを使用しており、既に印刷を発注

済みのため、令和２年度での対応はできない

状況となっています。 

 以上のような課題がありますが、キャッシ

ュレス化の拡大に対応し、納税者の利便性向

上のため、市税におけるスマートフォン決済

収納サービスの導入について前向きに取り組

んでまいります。 

○議長（土井裕美子君）14番 小西さん、再

質問ありますか。 

 14番 小西さん。 

○14番（小西政宏君）ありがとうございます。

もうほとんど再質問することがないぐらい、

前向きに取り組んでいっていただけるという

ふうにお聞きしました。ありがとうございま

す。 

 でも、答弁にもありましたように、令和２

年においては既に準備しているものであると

か、ほかにもシステム改修であるとか、導入

についてはすぐはできないというふうなお話

だったと思います。 

 けれども、前向きに取り組んでいっていた

だけるということで、確定ではないと思いま

すけども、いつ頃にはスタートしたいという

ふうな、もし思いがありましたら、その点を

お聞きしたいと思います。 

○議長（土井裕美子君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）先ほども、予算措

置の問題ですとかシステム改修の期間、それ

と納付書の問題についてご説明いたしました

けれども、こういうことをクリアいたしまし

て、令和３年度からの導入を目標に取り組ん

でまいりたいと思っています。 

○議長（土井裕美子君）14番 小西さん。 

○14番（小西政宏君）ありがとうございます。

目標を持ってやっていただけたら非常にうれ

しく思います。ありがとうございます。 

 このスマートフォンの決済ですけども、多

分、これ聞いてられる方もいてると思います。

年配の方が増えてきて、ほんまに携帯でそん

なん普及、費用対効果どうやねんというふう

なお話もあると思うんですけど、ただ、これ

いいなと思ったのが、平成14年に自動車高速

道路のＥＴＣシステムがスタートしました。

今ではもう当たり前ですけど、当時、導入し

たときで２％ぐらいの導入しかなかった。翌

年においても５％ぐらいしか導入がなかった

のが、もう今までは96％ぐらいまで普及して

いると。 
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 やっぱり便利で、キャッシュレスもそうで

すけど、キャッシュバックというかそういう

部分もあるとなって利便性が上がってくると、

今すぐに増えなくても、これからの時代、確

実にスマートフォン決済というのは普及して

くると思います。 

 そうなったときどうなっていくのよと。も

ちろん、住民の手続き簡素化ももちろんそう

ですけども、自治体側もそうです。窓口でお

金が入ってきたら、すごい、正直言って手間

ですよね、現金をさわると。チェックもそう

だし、ほんで来た人を特定して税金を出して、

これ、どれ払いますかから、非常に手続きに

とられるわけですけど、こういったことを導

入することによって、窓口業務もかなり削減

できるふうに、多分、近い将来、確実になっ

てくると思うんです。 

 となったら、それこそ人件費のコストも削

減できるわけですから、１人削減したら、だ

いたい800万円と言われておるんです。800万

円あったら、夏場収集２回できるじゃんかと。 

 というふうな、まあまあそれはあれとして、

実際、金額だけで言うたらそういうことにな

ると思いますから、令和３年を目標にという

ことですので、ぜひやっていっていただきた

いなと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 最後、ちょっと聞きたいことがあるんです

けど、税務課において令和３年を目標に前向

きにやっていただくというふうにいただきま

した。それはそれで非常にありがたいんです

けど、市の中でお金を徴収するのって、市税

以外でもたくさんあると思います。 

 先ほども、13番議員の中でもいろいろあっ

たと思いますけども、今回、システム改修と

か、そのハードルを越えていく中で、やっぱ

り、ほかのところも連携できるところがもし

かしたらあるんじゃないんかなと。ある可能

性があると。 

 ですので、そこは課単独だけで進めていく

というよりかは、例えばですけど、上下水道

も今、コンビニ納付していますよね。こんな

ことにおいても、キャッシュレス、もしかし

たら同時期にやるとコストも下がって一緒に

やっていける可能性もあるんじゃないかなと

思っていまして、その点、一緒に検討をきっ

ちりとしていっていただきたいなと思うんで

すけど、例えば水道に絞ってですけど、そう

したら、水道環境部長に、その辺、どういう

ふうに認識を持っておるか、もう一回聞いて

おきましょうか。お願いします。 

○議長（土井裕美子君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）ありがとうご

ざいます。議員、私どものシステム、令和３

年に向けて再構築、入れかえというのを視野

に入れてのご質問と思っております。 

 確かに、費用対効果を考えて、口座振替が

一番安いんですけども、最近は金融機関のほ

うから、口座振替は行けますけど窓口は拒否

されるとか、あと、コンビニ収納の手数料も

考えていると。 

 費用対効果を鑑みて、導入費用というのは

次のシステムに乗っていく部分でありますけ

れども、経常コストが安いのであれば、ぜひ

取り組んでまいりたいと、中では考えており

ます。 

 ただし、ものとして、システムとして成り

立つかどうかはこれから勉強させてもらいま

す。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）14番 小西さん。 

○14番（小西政宏君）ありがとうございます。 

 ですので、税務課だけではなくて、ほかの

ところももし導入できるところがあれば、し

っかり共有していただきながら、少しでも早

いこと進めていっていただきたいと思います。 
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 もうこれで、以上で終わります。 

○議長（土井裕美子君）14番 小西さんの一

般質問は終わりました。 

      

      

 


